
整理番号

1

2

4 建築基準法上別棟となるように検討してください。

3
解体、増築及び改修範囲の計画図等を明示していただけますで
しょうか。

３．業務フローに示す通り、職員室、連絡通路及び給食室の増築
または改修場所の提案を本業務委託内で行っていただきます。
また解体範囲にについては、４．工事概要に示す通り、遊戯室及
び乳児室の一部が解体範囲となりますが、改修案の内容により解
体範囲が変更する場合があります。

公告日　：平成30年1月24日

工事概算費はExcelで作成すると考えてよろしいでしょうか。

計画通知書、検査済証の貸与は可能でしょうか。

保育園と幼稚園をつなぐ連絡通路は屋根付きの渡り廊下で、建築
基準法上保育園と幼稚園は一体（１棟）と考えてよろしいでしょう
か。
又は、吹きさらしの渡り廊下で、建築基準法上別々（別棟）と考え
ればよろしいでしょうか。

よろしい。

貸与できません。
ただし、過去の計画通知書及び検査済証の番号については提示
します。

質疑（応答記録）

質　疑　事　項 回　答

工事名（件名）　：　（仮称）保々こども園改修工事基本設計業務委託　　　
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